


わたしたちわたしたちとと県県
け んけ ん

議議
ぎぎ

会会
か いか い

　県
けん

議
ぎ

会
かい

は、みんなの代
だい

表
ひょう

として選
えら

ばれた県
けん

議
ぎ

会
かい

議
ぎ

員
いん

が集
あつ

まって、みんなが明
あか

るく住
す

みよい暮
く

らしができるように、いろいろなことを話
はな

し合
あ

って決
き

めています。また、県
けん

民
みん

のみなさんの意
い

見
けん

や希
き

望
ぼう

を聞
き

き、県
けん

の仕
し

事
ごと

に生
い

かしていく役
やく

割
わり

もあります。

県
けん

議
ぎ

会
かい

には、いくつかの委
い

員
いん

会
かい

がありま　　す。

議
ぎ

員
いん

はいずれかの委
い

員
いん

会
かい

に入
はい

り、本
ほん

会
かい

議
ぎ

　　に提
てい

案
あん

されたことについて、くわしく調
しら

べま　　す。

委
い

員
いん

会
かい

の報
ほう

告
こく

を聞
き

き、意
い

見
けん

を出
だ

し合
あ

ってから賛
さん

成
せい

か

反
はん

対
たい

かを多
た

数
すう

決
けつ

で決
き

めます。出
しゅっ

席
せき

している議
ぎ

員
いん

の過
か

半
はん

数
すう

（半
はん

分
ぶん

より多
おお

い）が賛
さん

成
せい

すると認
みと

められます。

議
ぎ

会
か い

の仕
し

事
ご と

県
け ん

民
み ん

知
ち

事
じ

の考
かんが

えた仕
し

事
ごと

が、本
ほん

当
とう

に県
けん

民
みん

のみなさんのためになるのか調
しら

べます。

また、県
けん

民
みん

のみなさんの願
ねが

いや望
のぞ

みを聞
き

いて、県
けん

の仕
し

事
ごと

に生
い

かします。計
け い

画
か く

仕
し

事
ごと

を進
すす

めるために必
ひつ

要
よう

な「きまり」を作
つく

ります。条
じょう

例
れ い

仕
し

事
ごと

を進
すす

めるためのお金
かね

の使
つか

い方
かた

を決
き

めます。予
よ

算
さ ん

県
けん

の仕
し

事
ごと

が計
けい

画
かく

通
どお

り進
すす

んでいるか確
たし

かめます。調
ちょう

査
さ

県
けん

のお金
かね

がきちんと使
つか

われているか調
しら

べます。決
け っ

算
さ ん

どんなふうに話
は な

し合
あ

っているの？

県
けん

民
みん

は、県
けん

の仕
し

事
ごと

につい

て、意
い

見
けん

や希
き

望
ぼう

を県
けん

議
ぎ

会
かい

に出
だ

すことができます。

請
せ い

願
が ん

・陳
ち ん

情
じょう

本
ほん

会
かい

議
ぎ

や委
い

員
いん

会
かい

はだれで

も傍
ぼう

聴
ちょう

することができ、

議
ぎ

会
かい

の様
よう

子
す

を目
め

の前
まえ

で見
み

ることができます。

傍
ぼ う

聴
ちょう

可
か

決
けつ

した議
ぎ

案
あん

（議
ぎ

会
かい

で認
みと

められた議
ぎ

案
あん

）をもとに、知
ち

事
じ

が仕
し

事
ごと

を進
すす

めます。

年
ねん

に 4 回
かい

（2 月
がつ

、6 月
がつ

、9 月
がつ

、12 月
がつ

）定
てい

期
き

的
てき

に開
ひら

かれる議
ぎ

会
かい

を定
てい

例
れい

会
かい

といいます。本
ほん

会
かい

議
ぎ

を開
ひら

く

には全
ぜん

議
ぎ

員
いん

の半
はん

数
すう

以
い

上
じょう

の出
しゅっ

席
せき

が必
ひつ

要
よう

です。

いろいろなことを
やっているんだね。

県
けん

議
ぎ

会
かい

議
ぎ

員
いん

は 4年
ねん

ごとに

18 歳
さい

以
い

上
じょう

の県
けん

民
みん

が投
とうひょう

票

して選
えら

びます。

選
せ ん

挙
き ょ

委委
いい

員員
い んい ん

会会
か いか い

知
ち

事
じ

が県
けん

の仕
し

事
ごと

の計
けい

画
かく

やお金
かね

の使
つか

い方
かた

を提
てい

案
あん

（議
ぎ

案
あん

の提
てい

出
しゅつ

）し、議
ぎ

員
いん

の質
しつ

問
もん

に答
こた

えます。また、

議
ぎ

員
いん

も議
ぎ

員
いん

定
てい

数
すう

の 12 分
ぶん

の１以
いじょう

上の賛
さん

成
せい

者
しゃ

がいれ

ば、条
じょうれい

例などの議
ぎ

案
あん

を提
てい

案
あん

することができます。

本本
ほ んほ ん

会会
か いか い

議議
ぎぎ

本本
ほ んほ ん

会会
か いか い

議議
ぎぎ

次
つぎ
のページで、議

ぎ
員
いん
が提

てい
案
あん
し

た条
じょう
例
れい
（これを「議

ぎ
員
いん
提
てい
案
あん
政
せい

策
さく
条
じょうれい
例」と言

い
います。）がど

のように決
き
まるのか詳

くわ
しくみ

てみようね。
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議議
ぎぎ

員員
い んい ん

提提
て いて い

案案
あ んあ ん

政政
せ いせ い

策策
さ くさ く

条条
じ ょ うじ ょ う

例例
れ いれ い

がが決決
きき

まるまでまるまで
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本本
ほ んほ ん

会会
か いか い

議議
ぎぎ

場場
じ ょ うじ ょ う

ってってどんなところか　な？どんなところか　な？

議議
ぎじょうぎじょう

場場のの広広
ひろひろ

さは、さは、約約
やくやく

700700平平
へいへい

方方
ほうほう

メート 　ル（メート 　ル（傍傍
ぼうちょうせきぼうちょうせき

聴席聴席をを

含含
ふくふく

む）。む）。学学
がっがっ

校校
こうこう

の25メートルプール　　およそ2つの25メートルプール　　およそ2つ分分
ぶんぶん

のの大大
おおおお

きさです。きさです。

❶ 議
ぎ

 長
ちょう

 席
せき

　　　  ここに議
ぎちょう

長が座
すわ

って、会
かい

議
ぎ

を進
すす

めます。

❷ 演
えん

    壇
だん

　　　  議
ぎ

員
いん

が質
しつ

問
もん

したり、知
ち

事
じ

が説
せつ

明
めい

したりするところです。

❸ 質
しつ

問
もん

者
しゃ

席
せき

　　　  議
ぎ

員
いん

が質
しつ

問
もん

するところです。

❹ 議
ぎ

 員
いん

 席
せき

　　　  県
けん

議
ぎ

会
かい

議
ぎ

員
いん

93 人
にん

が座
すわ

ります。各
かく

議
ぎ

員
いん

が座
すわ

る席
せき

は決
き

まっています。

❺ 議
ぎ

会
かい

事
じ

務
む

局
きょく

長
ちょう

席
せき

  議
ぎちょう

長を補
ほ

助
じょ

するため、議
ぎ

会
かい

事
じ

務
む

局
きょくちょう

長が座
すわ

ります。

❻ 執
しっ

 行
こう

 部
ぶ

 席
せき

　　 知
ち

事
じ

をはじめ、県
けんちょう

庁のそれぞれの仕
し

事
ごと

をする代
だいひょう

表の人
ひと

が座
すわ

ります。

❼ 傍
ぼう

 聴
ちょう

 席
せき

　　　  本
ほん

会
かい

議
ぎ

はだれでも傍
ぼうちょう

聴（議
ぎ

会
かい

の様
よう

子
す

を目
め

の前
まえ

で見
み

ること）ができ　　　ます。（216 席
せき

）

議
ぎ ちょうせき

長席から見
み

た傍
ぼうちょうせき

聴席

おおしえてしえて県県
け んけ ん

議議
ぎぎ

会会
か いか い

本
ほん
会
かい
議
ぎ
場
じょう
が

どんなところか
わかったかな？

もちろん！
「浦
うら
和
わ
レッズ」の

エンブレムだよね。

やあ、ポッポ。
このマークは何

なに
か

知
し
っているかな？

会会
かいかい

議議
ぎぎ

にはたくさんのにはたくさんの

人人
ひとひと

がが出出
しゅっしゅっ

席席
せきせき

するのねするのね

わぁ〜！
とっても広

ひろ

くて、
大
おお

きいね！！

　そうじゃ。このエンブレムをよ〜く見
み

てみると、一
いち

番
ばん

上
うえ

に、建
たて

物
もの

らしきものがあるのがわかるかな ?

　この建
たて

物
もの

は「鳳
ほうしょうかく

翔閣」と言
い

って、埼
さい

玉
たま

のサッカーが生
う

まれた旧
きゅう

埼
さい

玉
たま

師
し

範
はん

学
がっ

校
こう

の校
こう

舎
しゃ

なんじゃよ。

明
めい

治
じ

12 年
ねん

には、第
だい

1 回
かい

の県
けん

議
ぎ

会
かい

もここで

開
ひら

かれたんじゃ。

　みんなが応
おう

援
えん

している「浦
うら

和
わ

レッズ」と、

埼
さい

玉
たま

県
けん

議
ぎ

会
かい

は、ここでつながっていたん

じゃね。
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みんなも、
「浦
うら
和
わ
レッズ」と同

おな
じように、

埼
さい
玉
たま
県
けん
議
ぎ
会
かい
を応
おう
援
えん
してね。

県
け ん

議
ぎ

会
か い

について
もっともっと知

し

りたくなったかな？

県
けん

議
ぎ

会
かい

のホームページに

「埼
さい

玉
たま

県
けん

議
ぎ

会
かい

こどものひろば」という

コーナーがあるからそっちも見
み

てみてね！！

君
きみ

も県
けん

議
ぎ

会
かい

博
は か せ

士になれるかも！

https://www.pref.saitama.
lg.jp/s-gikai_e/kids/index.html
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みなさんみなさんがが住住
すす

んでいるんでいる地地
ちち

域域
い きい き

のの県県
け んけ ん

議議
ぎぎ

会会
か いか い

議議
ぎぎ

員員
い んい ん

数数
す うす う

小鹿野町

秩父市

横瀬町 越生町

東秩父村

皆野町

長瀞町 寄居町

神川町

上里町

本庄市 美里町

深谷市

白岡市

岩槻区

伊奈町

見沼区

西区

幸手市

杉戸町

吉川市

松伏町

宮代町

上尾市

北区

大宮区

中央区 浦
和
区

南区

緑区

滑川町

東松山市

吉見町

川島町

ふじみ野市
桜区

三芳町

嵐山町小川町

ときがわ町
鳩山町

毛呂山町

さいたま市

北第2区
本庄市・神川町・
上里町②
北第2区

本庄市・神川町・
上里町②

北第3区
深谷市・美里町・
寄居町③
北第3区

深谷市・美里町・
寄居町③

北第1区
秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町

小鹿野町・東秩父村②
北第1区

秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町
小鹿野町・東秩父村②

西第3区飯能市①西第3区飯能市① ①西第8区日高市①

西第2区
入間市②
西第2区
入間市②

西第4区
狭山市②
西第4区
狭山市②

西第1区
所沢市④
西第1区
所沢市④

西第6区
富士見市①
西第6区
富士見市①

西第5区
ふじみ野市・
三芳町②
西第5区
ふじみ野市・
三芳町②

西第7区
川越市④
西第7区
川越市④

西第11区
鶴ヶ島市①
西第11区
鶴ヶ島市①

西第10区
坂戸市①
西第10区
坂戸市①

西第9区
毛呂山町・

越生町・鳩山町①
西第9区
毛呂山町・

越生町・鳩山町①

北第4区
熊谷市③
北第4区
熊谷市③

東第1区
行田市①
東第1区
行田市①

東第2区
羽生市①
東第2区
羽生市①

東第3区
加須市②
東第3区
加須市②

東第6区
白岡市・宮代町①

東第6区
白岡市・宮代町①
東第5区
蓮田市①
東第5区
蓮田市①

東第7区
春日部市③
東第7区
春日部市③

東第12区
吉川市・松伏町①
東第12区

吉川市・松伏町①
東第8区
越谷市④
東第8区
越谷市④

東第9区
八潮市①
東第9区
八潮市①

東第10区
三郷市②
東第10区
三郷市②

南第16区
鴻巣市②
南第16区
鴻巣市②

南第3区さいたま市西区①
南第4区さいたま市北区②
南第5区さいたま市大宮区①
南第6区さいたま市見沼区②
南第7区さいたま市中央区①
南第8区さいたま市桜区①
南第9区さいたま市浦和区②
南第10区さいたま市南区②
南第11区さいたま市緑区①
南第12区さいたま市岩槻区①

南第2区
川口市⑦
南第2区
川口市⑦

南第20区
戸田市②
南第20区
戸田市②

南第18区
新座市②
南第18区
新座市②

南第17区
志木市①
南第17区
志木市①

南第13区
上尾市・伊奈町③
南第13区
上尾市・伊奈町③

南第14区
桶川市①
南第14区
桶川市①

南第15区
北本市①
南第15区
北本市①

西第12区
東松山市・

川島町・吉見町②
西第12区
東松山市・

川島町・吉見町②

西第13区
滑川町・嵐山町・

小川町・ときがわ町①
西第13区

滑川町・嵐山町・
小川町・ときがわ町①

南第22区和光市①南第22区和光市①
南第21区朝霞市②南第21区朝霞市②

南第19区蕨市①南第19区蕨市①

南第1区
草加市③
南第1区
草加市③

東第4区
久喜市②
東第4区
久喜市②

東第11区
幸手市・杉戸町①
東第11区

幸手市・杉戸町①

※○の中
なか

の数
すう

字
じ

は、区
く

域
いき

の定
てい

数
すう

です。

令
れい

和
わ

４年
ねん

１２月
がつ

２３日
にち

現
げん

在
ざい

広
こう

報
ほう

紙
し

「埼
さい

玉
たま

県
けん

議
ぎ

会
かい

だより」

テレビ番
ばん

組
ぐみ

「こんにちは県
けん

議
ぎ

会
かい

です」

わからないことは、わからないことは、電電
でんでん

話話
わわ

でで聞聞
きき

いてください。いてください。

埼
さい

玉
たま

県
けん

議
ぎ

会
かい

事
じ

務
む

局
きょく

 政
せい

策
さく

調
ちょう

査
さ

課
か

 広
こう

報
ほう

担
たん

当
とう

埼埼
さいさい

玉玉
たまたま

県県
けんけん

議議
ぎぎ

会会
かいかい

事事
じじ

務務
むむ

局局
きょくきょく

０４８−８３０−６２５７０４８−８３０−６２５７

年
ねん

4回
かい

の定
てい

例
れい

会
かい

が開
ひら

かれた後
あと

に、議
ぎ

会
かい

の様
よう

子
す

をまとめ、新
しん

聞
ぶん

といっしょ

にみなさんの家
いえ

に配
くば

られるほか、市
し

役
やく

所
しょ

などにも置
お

いてあります。

日
にち

曜
よう

日
び

午
ご

前
ぜん

10 時
じ

からテレビ埼
さい

玉
たま

で、定
てい

例
れい

会
かい

の様
よう

子
す

や委
い

員
いん

会
かい

の活
かつ

動
どう

などについて放
ほう

送
そう

します。

「埼
さい

玉
たま

県
けん

議
ぎ

会
かい

のホームページ」も、ぜひ見
み

てくださいね。

https://www.pref.saitama.lg.jp/s-gikai/index.html

県
けん

議
ぎ

会
かい

を見
けん

学
がく

した日
ひ

　　　　　　年
ねん

　　　　　　月
がつ

　　　　　日
にち

なまえ


